
(1) 運営費補助

(2) 市政推進事業費補助

(3) 防災・安全事業費補助

(4) 普及促進事業費補助

(5) 奨励事業費補助

香南市補助金適正化基本方針

補助率・補助額の見直しが長期間されて
おらず適正な交付額か不透明なものが存
在することや、補助対象経費等に対する
考え方が統一されていない

補助金のあり方、原則となる補助率等を
示し、市全体で統一された観点のもと、
適正な補助金交付を目指す ・実効性と必要性の検証

・終期もしくは見直し年数の設定
・補助率等補助額に関する設定
・補助対象経費の見直し
・余剰資金の有無とその額の確認
・激変緩和措置の必要性

見直しの概要現在の課題

３つの軸（基本的な考え方）

市単独補助金を５種類に分類

わかりやすく、
使いやすい補
助金を目指す
こと

実効性と必要
性の検証を行
うこと

適正な金額を
交付すること

分
類
を
も
と
に
見
直
し

見直し内容は見直しシートを作成し
見える化を行う



担当課 補助金数
市民保険課 1
高齢者介護課 3
地域支援課・支所 10
環境対策課 5
福祉事務所 5
総務課 1
防災対策課 2
企画財政課 2
商工観光課 23
住宅政策課 1
人権課 2
農林水産課 25
上下水道課 2
建設課 3
こども課 1
学校教育課 2
生涯学習課 19
消防本部 3
事業実施部署 4
計 115

例規上の補助金数
※R8年度で廃止予定のものを除く見直しの流れ

方針の事前説明

方針決定（4月）

各補助金の現状把握、評価項目決め

補助内容の見直し

見直し内容について財政協議

各課によって進捗がまばらになることが予想されるため、ヒアリングや最
終評価は前の手順が終わった部署から随時行っていくこととなる。

市長・副市長への報告・協議は財政協議前後に一度行う。
その後、必要に応じて適宜行う。

行政改革推進委員会へ報告

行財政改革推進本部ヒアリング部会で最終評価

＞
＞
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① 現状把握と評価項目
決め

②
終期や補助率等の設
定（補助内容の見直
し）

③ 見直し内容について財
政協議

④
行財政改革推進本部ヒ
アリング部会協議、最
終評価

⑤ 行政改革推進委員会
へ報告

⑥
R9年度の変更点につ
いて補助事業者に周
知＆要綱改正準備

見
直
し
シ
ー
ト
の
作
成

既存市単独補助金の見直しスケジュール（案）

●3/24全員協議会、3/26行革推進委員会で方針詳細説明

②～④は前の手順が終了した課から順次開始

●5月中旬 見直しシート一次提出〆

●方針案について協議のうえとりまとめ、方針案を全課へ周知

R８年度 R９年度

●方針決定


